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国

判事補任命資格調 （平成16年10月16日）

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

東京地判事補 飯塚隆彦 27

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 今井諏訪 27 〃 〃

〃 植草美穂子 26 〃 〃

〈

〃 ． 大村るい 29 〃 〃

〃 岡本典子 23 〃 〃

〃 亀村恵子 33 〃 〃

附
、
合

〃 川原田貴弘 24 〃 〃

〃 神吉康
一
一 24 〃 〃
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補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

東京地判事補 後藤英時郎 29

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 近藤和久 29 〃 〃

〃 嶋吉由起 28 〃 〃

〃 早山眞一郎 33 〃 〃

〃 崇島誠
一
一 27 〃 〃

〃 高原大輔 25 〃 ‐ 〃

〃 丹下友華 31 〃 〃

〃 都野道紀 25 〃 〃



補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

東京地判事補 豊田哲也 31

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 長池健司 24 〃 〃

〃

、

氷 井健
一

25 〃 〃

《

〃 西田祥平 26 〃 〃

〃 萩原孝基 25 〃 〃

』

〃 林 欣寛 26 〃 〃

、

〃 不破大輔 25 〃 〃

〃 牧野宇周 25 〃 〃
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補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

東京地判事補 真鍋浩之 25

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 宮下尚行 28 〃 〃

〃 望月千広 24 〃 〃

〃 百瀬 梓 24 〃 〃

〃 舌岡正智 24 〃 〃

横浜地判事補 梶山太郎 26 〃 〃

〃 神原文美 25 〃 〃

〃 谷直穂 25 〃 〃



補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

横浜地判事補 4 、 西圭 一 27

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 佐藤友紀 25 〃 〃

〃 高倉文彦 29 〃 〃

《

〃 高 橋心平 26 〃 〃

さいたま地判事補 足立拓人 31 〃 〃

』

〃 板橋愛子 28 〃 〃

《
、

〃 上田真史 26 〃 〃

〃 小野寺健太 24 〃 〃
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補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

さいたま地判事補 戸 畑賢太 29

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 山田礼子 26 〃 〃

千葉地判事補 阿保賢祐 23 〃 〃

〃 泉 寿恵 26 〃 〃

〃 高 石直樹 29 〃 〃

〃 村井志帆 24 〃 〃

〃 森田 淳 26 〃 〃

水戸地判事補 諸井明仁 30 〃 〃



補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

宇都宮地判事補 松井理恵子 24

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

前橋地判事補 鳥刑美穂子 23 〃 〃

静岡地判事補 戸 室壮太郎 24 〃 〃

（

新潟地判事補 宮澤志穂 30 〃 〃

大阪地判事補 磯尾俊明 31 〃 〃

〃 伊藤隆裕 24 〃 〃

《
竜

〃 井上 高 和 27 〃 〃

〃 岩田絵理子 26 〃 〃



〆

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

大阪地判事補 柏原佐紀 24

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 片田真志 24 〃 〃

〃 谷大輔 24 〃 〃

〃 佐伯良子 26 〃 〃

〃 、 関 徳恵 24 〃 〃

〃 高見進太郎 25 〃 〃

〃 玉野勝貝11 26 〃 〃

〃

0

中村仁子 26 〃 〃



補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

大阪地判事補 野口登貴子 27

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 平手里奈 26 〃 〃

〃 三芳純平 24 〃 〃

《

〃 本松 智 32 〃 〃

〃 森嶌正彦 30 〃 〃

』

〃 和久
一 彦 24 〃 〃

可

や

京都地判事補 岩橋照美 27 〃 〃

〃 酒井智之 28 〃 〃
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補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

京都地判事補 炭村
〕

啓 24

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 脇村真治 24 〃 〃

神戸地判事補 松本武人 27 〃 〃

〃 三重野真人 29 〃 〃

〃 宮端謙
一

28 〃 〃

〃 山本佳代 26 〃 〃

奈良地判事補 岸上昌代 27 〃 〃

和歌山地判事補 下 和弘 26 〃 〃



補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

名古屋地判事補 大澤多香子 28

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 大野千尋 25 〃 ﾉノ

〃 篠原 敦 26 〃 〃

《

〃 高 橋貞幹 30 〃 〃

〃 武村重樹 25 〃 〃

〃 宮部良奈 28 〃 〃

、

〃 渡邉 哲 27 〃 〃

岐阜地判事補
玄

渡邉康年 28 〃 〃
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補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

金沢地判事補 長瀬貴志 29

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

広島地判事補 稲田康史 29 〃 〃

〃 吉田桃子 27 〃 〃

岡山地判事補 岡本康博 27 〃 〃

福岡地判事補 井草健太 27 〃 〃

〃 四宮知彦 26 〃 〃

〃 柴田恵美子 30 〃 〃

〃 菱川直子 30 〃 〃



補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

福岡地判事補 福田 敦 27

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

熊本地判事補 結城真一郎 27 〃 〃

鹿児島地判事補 稲玉 祐 29 〃 〃

《

仙台地判事補 伊藤康博 27 〃 〃

〃 岸田 航 25 〃 〃

札幌地判事補 金田健児 26 〃 〃

。

~

〃 藏本匡成 29 〃 〃

〃 清水 光 27 〃 〃
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補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

札幌地判事補 矢澤雅規 29

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

高松地判事補 冨澤幸弘 33 〃 〃

〃 松田克之 26 〃 〃

松山地判事補 酒井英臣 26 〃 〃
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修一。
最高裁判所長官町

〔判事補に任命されるべき者を次のとおり指名する。

なお，本件は裁判官会議の議を経たものである。

はやし みき こ

林 美紀子

(発令希望日 平成16年10月16日）
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判事補任命資格調 （平成16年10月16日）

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

横浜地判事補 林 美紀子 25 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〈

I
､


